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鉄槌論 (かなれろん)°理外の理 (りがいのり)
|【 飲 祖 諭】

|【早Vl?理
◇これでもかと自分の意見を押 し付けること̀

◇世問一般の道理では理解 しがたい不思韻な道型のこと。

8月 は北itオ サンピックて預張ぅた,本 の選手の成績に一キー望しつつ

感助の日々てした。たとえメイルに手が届かず決勝に残れなくても あ の

大躍合で自己記録を更新した方が何人かいます。日LIの劣力の賜物であり

十分に金アタルの価イにがあります.選 手の皆さんお疲れさまでした

私たちもいつまでも余級に浸ぅてはおられません,9月 3日 からは9月

捜会が始まりました 私 は 98に t破 質問 17日 に一般貸間をします.

fl―郁Ei張 りまJの で期待 してください。
一 今号は6月 試会ての質問の統さをお伝えします

O草 権と生往 地 域の問題点について

《学技選択の弾力化の弊春について】

rttll年の 「通ヤ指定接変更計可基準Jの 改正により、指定校より近に

離の学技やお望する部活動かない場合に学校を変更することができるよう

になりました。

それはそれで賞いことも多くあり否定するものではありません。現在は

小学校も中学校も 「学区」というものがあり、その学区内の町会 白 治会

に“学校のお知らせや案内が屈けられており、また 青 少年の環境を史く

するⅢ民の会の会費もその学区内の町会 自 治会から後

収 されていますじ

ところが 近 いからといって町会のほとんどの子供・t

がヤ区外の学校に通学 している事実があるのです)子 供

達が通っていない学技から案内が脳き 実 際に通ってい

る学校からは全 く何もlnらされない。これでいいのか、

0 と いう質問をしました。

《草枚での喫優について》

学松の最高i任 者は横長です。校長の考え方ひとつでどうにもなります。
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市内の54小学校、27Ⅲ学校、1高校 1特 別支援学校で、

学校故地内全面誉揮が9伎 、建物内全面茶煙が47校、喫煙

室や喫煙場所を設けての分題が27校です。

先生方や学校を訪れる方にも喫煙される方は多いと思わ

れます。校15や自家用車の中で隠れるように喫煙 している

先生方を見つけたら寂 しくありませんか。百歩譲って学校

政地内全面容煙としても、私の住む地域のある小学校では IPヨ や裏F5に

残長名で 「学校壊地外での煙 りを学校強地内に入れる喫煙を奈止 しますJ

という、子供しみた言板を拍示 して誇 らしくしています。

その校長は 「たばこは悪だ碁だJだ けの 「鉄植論どを言っています そ

れでは生産農家や販売が生業の方々も 「悪人Jに なって しまいます。教師

として、上■としての心配 りが欲 しいものです。喫煙する先生へも配はを

ふ与
夢

′ ―

ア拭変

し、こんな看板は即ラ」故去させるべきだとな く要望 しました、
一一学校教育部長の答弁―

学校選択の軒力的運用によう 保 護者の希望にある程度応えられよ

うになりましたが 議 員の指摘のように学校 家 庭 地 域のつながり
が以前より希薄になoた という声も鋼かれます。教育委員会として今

後も保護者や地域の声にTを 何け よ り良い学校選択の中力化につい

て検討していきます。
また 学 校から地域へのお知らせは大切であるので 校 長会議与て

校長Ft働きかFナてまt うヽます

②固定盗産税の賦辞期日と般課書体について

地方税法に 「固定資産税の賦課期]は 、当該年度の初日の属する年の1

)]1‖ とする」と書いてあります。つまり 毎 年 1月 1日 がその年の4月

1日 から始まる年度の分として課税される固定資産社の賦課期 日となるも

のである。と 13明されています。

私のところに 「昨年、5階 建のビルがtEっている暁地を買った 今 年の

2月 にその建物を解体 したのに、約30万円の回定資産れを支払え、と通知

が来たが、建物が無いのに固定資産杭を払 うのはおかしくないのかJと い

う相訣が寄せられました。2月 に解体 したのだから、建物があった2ケ 月

分 つ まり固定資産花は12分の2で いいのではないか

ということです。

逆に 前 年の11月や12月に新築入居 しても登記をして

いないと、翌年の1年 間は全く固定資産税対象外となっ

てしまうのですぃこの 「理外の理Jの 説明を求めました)

― 菊梯 F長の答弁 ―

1月 1]現 在に所在している間定資とは そ のlr t滅矢しても全擁課税され

頑失後の期間に応 した私額分を通付することはできません。日割り制度とすると

事務が非常に向繕(はんわ)となり、徹税コス トを引きと'て しまいできません 滅

矢した家屋については 「滅失した翌年から課税対象外Jと 'Rし ています`


